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４ 計画の体系と施策の方向性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を 

尊重し合いながら共生する社会の実現 

基 本 理 念 

 

 

（１） 相談支援体制の強化 

（２） 訪問系サービスの充実 

（３） 日中活動系サービスの充実 

（４） 居住系サービスの充実 

（５） 補装具費支給制度の充実 

（６） 地域生活支援事業の充実 

 

 

（１） 乳幼児期・学齢期支援体制の充実 

（２） 青年期・壮年期支援体制の充実 

（３） 高齢期支援体制の充実 

 

 

  （１） ノーマライゼーション理念の普及・啓発 

  （２） ソーシャル・インクルージョン理念の普及・啓発 

（３） 福祉教育の推進 

（４） 雇用・就業の促進 

（５） 経済的自立の支援 

（６） 文化・スポーツ活動の促進 

  （７） ボランティア活動・社会参加促進の推進 

 

 

（１） 権利擁護に関する周知・啓発 

（２） 成年後見制度の利用支援 

（３） 障がい者に対する理解の促進 

  （４） 北海道障がい者条例の普及 

 （５） 障がい当事者等の意見反映 

 

 

（１） 都市機能の整備・促進 

  （２） 住宅環境の整備・促進 

  （３） 交通機能の整備・促進 

  （４） 防災・防犯・緊急対策の充実 

基本目標 １  地域生活の充実と障がいの特性に応じたサービスの提供 

基本目標 ２  生涯にわたる支援の継続 

基本目標 ３  自立と社会参加の実現 

 

基本目標 ４  権利擁護・理解の推進 

 

 

基本目標 ５  生活環境の整備と防災・防犯対策 

 


